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よくあるお問合せ 

 

Ｑ１ どういった人が対象となるのか。 

Ａ１ 次の①から④の要件をすべて満たす方が対象です。 

  ① 広島市内に住所があり、実際に居住していること。 

② 申請日において、世帯員全員が満６５歳以上であること（１世帯１台に限る。）。 

  ③ 世帯員全員が市税を滞納していないこと。 

  ④ 広島市暴力団排除条例第２条第２号の暴力団員等に該当しないこと。 

  ※ 過去に、この補助金の交付を受けた方及び補助金の交付を受けた方と同一世帯の方は、対

象になりません。 

 

Ｑ２ 申請者は世帯主でなければならないのか。 

Ａ２ 同一世帯の世帯員であれば、世帯主以外の方であっても申請者となることができます。 

ただし、申請日において、当該世帯に属する世帯員全員が満６５歳以上であることが要件と 

  なります。 

なお、当該世帯に属さない家族等が、申請者として代理で申請することはできません。 

 

Ｑ３ 住民登録地は広島市だが、現在、別の市町村に居住している。補助の対象となるか。 

Ａ３ 「広島市に住民登録があること」と、「実際に現在お住まいであること」の両方が要件となる

ため、居所が他の市町村にある場合は対象外となります。 

 

Ｑ４ 「防犯機能付き電話機」とはどのようなものを指すのか。 

Ａ４ 次の３つの機能のうち、いずれかを有する固定電話機です。 

  ① 電話の着信時に、相手に録音する旨のメッセージを流し通話を自動的
・ ・ ・

に
・

録音する機能 

   （着信時又は通話時に、手動で
．．．

操作して録音する機能のみの機種は、補助の対象となりません。） 

  ② 事前に登録していない電話番号からの着信に対し注意を促す機能 

  ③ 特殊詐欺が疑われる電話番号からの着信を自動的に切断する機能 

  ※ 補助対象機器以外の電話機等を購入された場合は、補助金を交付できません。 

ご購入の際は、必要な機能が備わっているかよくご確認ください。 

    なお、対象機器リスト（市ホームページに掲載）に記載のない電話機等を購入される場合

には、事前に市の担当窓口（市民安全推進課：０８２－５０４－２７１４）までご相談くだ

さい。 

 

Ｑ５ 「電気通信事業者が提供する特殊詐欺対策サービス」とはどのようなものを指すのか。 

Ａ５ ＮＴＴ西日本が提供する、通話内容をＡＩが解析し、特殊詐欺が疑われる場合に、本人や親

族の電話番号やメールアドレスに注意を促す連絡が入るサービスです。 

 

Ｑ６ 防犯機能付き電話機と特殊詐欺対策サービスに対する補助を両方とも申請することは可能

か。 

Ａ６ 防犯機能付き電話機の購入費用と特殊詐欺対策サービスの初期工事費を両方申請すること

はできません。いずれか一つが対象となります。また、防犯機能のある固定電話機と固定電話

機に接続して用いる機器の購入費用もいずれか１台が対象となります。 

 

 



2 

 

 

Ｑ７ いつからの経費が対象になるのか。既に購入しているものは対象にならないのか。 

Ａ７ 令和８年５月１５日以降に購入等をされた経費が対象になります。 

   同日より前に購入された電話機等については、補助金を交付できません。 

 

Ｑ８ いつまでの経費が対象になるのか。 

Ａ８ 令和９年１月２９日までに購入等をされた経費が対象になります。 

   募集期間も同日までなので、補助金の交付を希望される方は、必ず募集期間内に申請をして

ください（郵送の場合は、1/29必着。）。募集期間を過ぎたものは、受付ができません。 

なお、先着順で２５０件程度の募集となっており、予算額に達し次第、募集を終了しますの

で、募集期間内であっても補助金の交付が受けられない場合があります。 

 

Ｑ９ どれを買えばいいか分からないので具体的な機種名を教えてほしい。 

Ａ９ 広島市が具体的な機種名を指定することはできません。公益財団法人全国防犯協会連合会が

公表している「優良防犯電話機推奨品目録」を基に作成した対象機器リスト等を参考に、販売

店などとご相談ください。 

 

Ｑ10 補助額の計算方法を教えてほしい。 

Ａ10 補助金額は、補助対象経費となる電話機等の購入費用又は特殊詐欺対策サービスを利用する

ために必要な初期工事費用（いずれも税込）の２分の１（千円未満切捨て）の金額で、 

１０，０００円が上限となります。 

  算定式：対象経費×１／２＝補助金額（千円未満切捨て・上限１０，０００円） 

（例）⑴ 対象経費が１７，０００円の場合 

    １７，０００円×１／２＝８，５００円⇒補助金額８，０００円（千円未満切り捨て） 

   ⑵ 対象経費が２５，０００円の場合 

    ２５，０００円×１／２＝１２，５００円⇒補助金額１０，０００円（上限額） 

 

Ｑ11 購入時にポイントを利用したいが、補助額はどうなるのか。 

Ａ11 お店やクレジットカードなどのポイントを利用して値引きされた分は補助の対象となりま

せん。ポイント値引き分を差し引いた購入費が補助対象経費となります。 

また、クーポンや商品券等（広島市プレミアム付商品券を含む。以下同じ。）での支払分も補

助の対象となりません。クーポンや商品券等で支払った分を差し引いた購入費が補助対象経費

となります。 

（例）１２，０００円の電話機を６，０００ポイント使用して購入した場合（１ポイント＝１円） 

⇒１２，０００円―６，０００ポイント＝６，０００円が補助対象経費となり、補助額は 

その２分の１の３，０００円となります。 

 

Ｑ12 領収書は写しではだめなのか。 

Ａ12 原則として、原本の提出をお願いしています。 

   なお、原本は、手続きの完了後に、交付決定兼確定通知書と一緒に返送させていただきます。 
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Ｑ13 領収書に記載する内容を教えてほしい。 

Ａ13 領収書には、購入した機器の品名・型番（但し書き可）、購入日、購入店舗が記載され、宛 

名には申請者のお名前（フルネーム）が記載されたものをご提出ください。 

 

【記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ14 カタログが手に入らなかったが必ず提出しなければならないか。 

Ａ14 補助対象となる機器かどうかの確認のため必要な書類になります。仮に、カタログが手に入

らなかった場合は、電話機の機能が確認できる取扱説明書の写しや対象機器のホームページを

印刷したものをご提出ください。 

 

Ｑ15 購入は市内の事業者でないといけないのか。 

Ａ15 購入は、市外の事業者でも構いません。大手家電量販店、ネットショップでの購入も構いま

せんが、領収書（品名・型番、購入日、申請者名及び購入先が記載されたもの）を提出してい

ただく必要があります。ただし、オークションサイト、フリーマーケットでの購入や中古品の

購入は対象になりません。 

 

Ｑ16 設置費用、送料等の手数料も補助対象経費に含まれるか。 

Ａ16 補助対象経費は電話機本体の購入費用となります。そのため、設置費用、送料等の手数料に

ついては、補助対象経費に含まれません。 

 

Ｑ17 特殊詐欺対策サービスの初期工事を休日・夜間・深夜・年末年始に実施する場合は、追加料

金が発生するが、この経費は補助の対象となるか。 

Ａ17 初期工事費（基本工事費、交換機等工事費、機器工事費）が補助の対象となります。追加金

は、補助の対象とはなりません。 

 

Ｑ18 防犯機能付き電話機等の購入金額はどれくらいか。 

Ａ18 防犯機能付き電話機の価格は、搭載されている機能により異なりますが、標準的な仕様のも

ので、おおむね１万円～３万円程度となっています。なお、ＦＡＸ機能等を備えた電話機につ

いては、これより高額となる場合があります。 

既存の固定電話機に接続して使用する機器の価格は、機能により異なりますが、おおむね５

千円～１万５千円程度となっています。 

電気通信事業者が提供する特殊詐欺対策サービスを利用する場合に必要となる初期工事費

は、基本は税込で１２，１００円となっています。  
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Ｑ19 交付申請書はどこで入手できるのか。 

Ａ19 申請受付開始後、広島市のホームページからダウンロードが可能です。また、市民安全推進

課や各区の地域起こし推進課でも配布しています。 

 

Ｑ20 交付申請書等の訂正方法を教えてほしい。 

Ａ20 訂正が必要な場合は、該当箇所に二重線を引き、その直近に正しい内容を記載してください。 

   ただし、次の箇所については訂正できません。修正が必要な場合は、該当書類を新たに作成

してください。 

〇 広島市防犯機能付き電話機設置等補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号） 

① 申請者の氏名 

② 補助金交付申請額 

 

〇 誓約書兼同意書（様式第２号） 

①申請者の氏名  

 

Ｑ21 世帯全員の市税滞納状況を広島市が調査することを同意するに当たり、申請者の本人確認書

類を提出する必要があるが、どのようなものを提出すればよいのか。 

Ａ21 個人番号カード（マイナンバーカード）、運転免許証、運転経歴証明書、旅券（パスポート）、

身体障害者手帳などの写しの提出が必要となります。 

なお、国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医

療被保険者証、国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、基礎年金番号通知書、

年金手帳、被爆者健康手帳など、顏写真が貼付されていないものは、複数枚の提出が必要です。 

  ※ マイナンバーカードの場合は、顔写真の面のみをコピーして提出してください。 

    （個人番号が記載された面のコピーは不要です。） 

  ※ マイナンバーの「個人番号通知カード」及び「個人番号通知書」は本人確認書類になりま 

   せんので、他の本人確認書類をご提出ください。 

 

Ｑ22 購入した機器がいらなくなった。売却してもいいか。 

Ａ22 対象機器（電話機）を購入後６年間は、広島市の承認なしに譲渡したり売却したりできませ

ん。補助金の全部又は一部を返還してもらう場合がありますのでご注意ください。 

 

Ｑ23 ＮＴＴ西日本が実施しているナンバー・ディスプレイ契約などの無料化について教えてもら

いたい。 

Ａ23 ＮＴＴ西日本は、令和５年５月１日から、７０歳以上の契約者または７０歳以上の方と同居

している契約者の回線を対象として、ナンバー・ディスプレイ及びナンバー・リクエストの初

期工事費及び月額料金を無料化しています。 

  【問い合わせ・申し込み先】  

  ＮＴＴ西日本 特殊詐欺対策ダイヤル：０１２０－９３１－９６５ 

  営業時間：午前９時～午後５時（土日・年末年始１２月２９日～１月３日を除く。） 


